
尼崎市で働く外国人の方の日本語学習を応援します。

本補助金は外国人労働者を雇用する中小企業者等に対し、外国人労働者の日本語能力向
上に資する取組に要する経費の一部を補助するものです。

【事業事例】

・講師派遣による日本語研修(複数の企業が合同で行う場合も対象となります)

・日本語学校への通所

・ eラーニング等ネットワークを活用した日本語研修の実施 等

3.募集

随時受付(先着順)

(対象期間は事業の始期から終期までですが、申請のあつた日の属する年度内に限ります)

4.対象経費

入学金、授業料、教材費、交通費、会場使用料 等(端末や周辺機器の費用や通信料除く)

.補助額

補助率 :補助対象経費の2/3以内 上限額 :50,000円

6.申請方法

補助金の交付にあたつては、事業着手の2週間前までに申請する必要があります。申請日
から補助の交付決定までは、1カ 月程度要しますので、事前に尼崎地域産業活性化機構ま

でご相談<ださい。

その他条件があります。

詳細はこちらからご確認<ださい。→
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1.対象者

・市内に主たる事業所を有する中小企業者等 (社会福祉法人、医療法人等を含む)

・市内中小企業者で構成される企業グループ
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